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第３ 生活衛生部 

 1-1 医療薬事課（医事薬事チーム） 

(1) 医療提供体制の整備充実 

１ 一般医療監視及び医療機関指導事業【所重点】 

病院、診療所、助産所等を対象として、関係法令に規定された構造設備・人員を有

し、適正な管理を行っているかどうかの検査を行い、県民に適正な医療を提供できる

よう監視・指導を行うとともに、医療安全の確保や医療従事者の資質の向上を図るた

めの医療安全研修会を開催しました。    

   (1) 立入検査の実施状況 

病院 
診療所 

助産所 技工所 施術所 計 
医科 歯科 

10 10 6 ― ― 8 34 

 

(2) 医療安全研修会の開催 

開催月日：平成 29 年 1 月 26日 （場所：さくらホール) 

内  容：「中小病院等医療機関における医療機器安全管理の現状と対応策」 

公益財団法人医療機器センター付属医療機器産業研究所 

上級研究員 青木 郁香 氏 

「当院における医療機器管理」 

独立行政法人国立病院機構福島病院 臨床工学士 渡邉 繁 氏 

   出 席 者：244 人 

 

２ 地域医療構想調整事業 

   当地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するための

「地域医療構想」について協議するため、相双地域医療構想調整会議を開催しました。 

  (1) 相双地域医療構想調整会議の開催 

2回開催（開催月日：平成 28年 6月 13 日及び 9 月 12日） 

  (2) 相双地域医療構想調整会議部会の開催 

    3回開催（開催月日：平成 28 年 7月 6 日、7月 28 日及び 8月 22 日）  

 

(2) 救急医療体制の強化 

 １ 地域救急医療対策協議会運営事業 

救急医療体制の一層の整備促進を図るため、救急医療体制の整備、メディカルコン

トロール体制等について検討・協議を行いました。 

(1) 県北・相馬地域メディカルコントロール協議会 

   開催月日：平成 29 年 2月 27 日（場所：福島市市民会館） 

   議 題：口頭指導プロトコルの確認について 

(2) 県北・相馬地域傷病者搬送受入体制検討会 

開催月日：平成 29年 2 月 27日（場所：福島市市民会館） 

議 題：救急搬送・受入の状況について 
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 ■管内の救急医療体制の状況（平成 29年 4 月 1 日現在） 

    ①在宅当番医（歯科医）制 

（社）相馬郡医師会（相馬方部、南相馬方部）で実施しています。 

歯科在宅当番医制については、相馬、双葉各歯科医師会で平成 14年 4 月 1 日より

実施していましたが、双葉地区については、避難指示区域に指定されたため休止して

います。 

②病院群輪番制 

相馬地区では、平成 24 年 6月 1 日より 6 病院（救急病院 6）が参加して実施してい

ます。 

      双葉地区では、4 病院（救急病院 3、救急協力病院 1）が参加して平成 15 年１月１

日より実施していましたが、双葉地区が平成 23 年 4月より避難指示区域に指定され

たため休止しています。 

③救急・協力病院 

      10 病院が救急病院、1病院が救急協力病院となっています。 

   ■救急・協力病院 （平成 29年 4 月 1日現在） 

 

※ 双葉地区については平成23年4月より避難指示区域に指定されて以降休止してい

ます。 

 

(3) 医療提供体制の再構築の支援 

１ 医療提供体制再構築支援事業【所重点】 

福島県浜通り地方医療復興計画に基づき、管内の医療提供体制の再構築に必要不可

欠である施設設備等の復旧・復興及び医療従事者の確保を支援するため、病院等の病

床稼働状況や医療従事者の現状調査を行い、関係機関への情報提供を行いました。 

また、厚生労働省等関係機関と連携して、管内の病院等を訪問し、現状と支援要望

等の把握を行いました。 

病院等訪問回数：延べ 6 回 

 

 

 

 

名　　　　　称 所　　　在　　　地 救急病院 救急協力病院

公立相馬総合病院 相馬市新沼字坪ケ迫１４２ 　○

医療法人社団茶畑会相馬中央病院 相馬市沖ノ内３丁目５－１８ 　○

南相馬市立総合病院 　 　 南相馬市原町区高見町２丁目５４－６ 　○

渡辺病院 相馬郡新地町駒ヶ嶺字原９２ 　○

医療法人社団青空会大町病院 南相馬市原町区大町３－９７ 　○

医療法人相雲会小野田病院 南相馬市原町区旭町３－２１ 　○

（厚生連）鹿島厚生病院 南相馬市鹿島区横手字川原２   ○

今村病院 双葉郡富岡町大字本岡字関ノ前２４３ 　○

福島県立大野病院 双葉郡大熊町大字下野上字大野９８－１ 　○

（厚生連）双葉厚生病院 双葉郡双葉町大字新山字久保前１００ 　○

医療法人西会西病院 双葉郡浪江町大字権現堂字下柳町６   ○

双

葉

地

区

相

馬

地

区
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(4) 移植医療の推進 

１ 骨髄バンクドナー登録推進事業 

  広く県民に対して骨髄バンク事業の普及啓発を行い、事業に対する県民の理解とド

ナー登録の促進を図りました。 

■ドナー登録受付件数 

 平成 26 年度：15 件 

平成 27 年度：12 件 

平成 28 年度：21 件 

 

(5) 医薬品等の有効性・安全性の確保と医薬分業 

１ 薬事監視指導事業【所重点】 

医薬品等の品質、有効性、安全性の確保及び不良医薬品等の発生を防止するため、

医薬品医療機器等法に基づき、医薬品等の製造所及び薬局等医薬品販売業に対する監

視・指導を実施しました。 

また、適正な医薬分業を推進するとともに、医薬品の安全・適正使用の徹底を図る

ため、薬局等に対する薬事監視を実施しました。 

 

■薬事対象施設監視件数 
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２ 毒劇物危害防止対策事業 

毒物及び劇物による事故の未然防止を図るため、毒物及び劇物取締法に基づき、関

係施設の登録事務を行うとともに、毒物劇物の製造業者、販売業者及び運送業者に対

する監視指導等を実施しました。 

(1) 農薬危害防止運動 

ポスター掲示により農薬の安全かつ適正な使用や保管管理を啓発しました。 

   実施時期：6～9 月 

(2) 毒物劇物営業者等に対する立入検査の実施 

 

■毒劇物取扱施設立入検査件数 

  

(3) 毒物劇物運搬車両取締り 

実施月日：平成 28 年 11 月 18日 

実施場所：福島県トラック協会相馬地区休憩所前 国道 6 号上り車線 

実施月日：平成 28 年 11 月 28日 

実施場所：双葉警察署駐車場 

 

３ 医薬品等の製造販売等の許可事務【所重点】 

 医薬品等の品質、有効性及び安全性を確保するため、医薬品医療機器等法に基づく

医薬品等製造販売業等関係の許可等事務を実施しました。 

 

■許可・登録件数   

 
 

４ 薬事衛生思想の普及対策 

「薬と健康の週間」(10 月)に合わせ、医薬品を正しく使用することと薬剤師が果た

す役割の大切さを普及啓発するため、ポスター及びリーフレットを配布しました。 
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５ 災害時医薬品等備蓄供給事業 

災害発生の初動期（発生から 1～3日）には、住民が必要とする医薬品等（薬効分類

医薬品等：53 品目、衛生材料:16 品目）の確保が難しくなることから、災害時の医療

機関への迅速な供給体制を確保するため、医薬品卸売販売業者の災害時医薬品等の備

蓄状況を確認しました。 

  実施月日：平成 29 年 3月 7 日  

  実施施設：株式会社恒和薬品 南相馬営業所   

実施月日：平成 29年 3 月 10日  

実施施設：サンセイ医機株式会社 原町営業所 

 

(6) 血液の確保対策の推進 

１ 献血推進事業【所重点】 

献血思想の普及及び献血者の確保を図るため、「愛の血液助け合い運動」献血街頭キ

ャンペーンを実施しました。また、市町村や事業所を訪問し献血の協力を求めました。 

(1) 「愛の血液助け合い運動」献血街頭キャンペーン 

   開催状況：平成 28年 7 月 10日 南相馬ジャスモール 献血者数  136人 

平成 28 年 7月 11日 相馬市民会館    献血者数  74人 

 

■献血事業の実績 

 

     ※1 飯舘村及び双葉 8 町村については、管内実績には含まれていません。 

     ※2 双葉地区については、目標量が定められていないため実績には含まれませんが、

献血バス配車を行ったため、参考に掲載しています。 

(2) 市町村及び事業所への普及啓発活動 

管内 4市町村 12事業所を訪問し、献血の継続及び新規受入れを依頼しました。 

 

(7) 薬物乱用の防止 

１ 麻薬等取締事業【所重点】 

麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法に基づき、免許・

指定事務を行うとともに、麻薬、覚せい剤取扱者に対する監視指導を行いました。 

また、これら薬物の乱用による危害を防止するため、乱用防止の普及啓発を行いま

した。 

(1) 麻薬取扱施設の立入検査の実施状況 
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(2) 不正大麻・けし撲滅運動（5～7月） 

 管内の巡視を行い、大麻・けしの不正栽培を発見した場合は、それらの抜去を行

いました。 

 大麻：2 件   325 本抜去 

けし：8 件  4,383 本抜去 

(3) 麻薬・覚せい剤乱用防止運動（10月～11 月） 

  関係機関にポスター等啓発資材を配布し、薬物乱用防止の啓発を行いました。 

  

２  薬物乱用防止指導員運営事業 

覚せい剤、シンナー等の乱用根絶を目指し、徹底した啓発活動を効果的に実施するた

め、薬物乱用防止指導員を育成するとともに、同協議会の活動支援を行いました。 

(1) 相馬地区薬物乱用防止指導員協議会の開催 

開催月日：平成 28 年 5 月 31日 

    開催場所：南相馬合同庁舎  

(2) 双葉地区薬物乱用防止指導員協議会の開催 

開催月日：平成 28 年 6 月 16日 

   開催場所：郡山市民プラザ 

(3) 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の実施 

「ダメ。ゼッタイ。」福島県普及運動６２６ヤング街頭キャンペーン 

開催月日：平成 28 年 7 月 4日   

開催場所：ジャスモール 

 

３ 覚せい剤・シンナー・ボンド乱用防止事業 

若年層の薬物乱用防止を図るため、啓発用資料の配布等広報活動を実施するととも

に、薬物相談窓口を設置し、住民からの薬物問題の相談に対応しました。 

 

■薬物乱用防止教室への講師派遣の状況 

 
 


